
                          第 １ 号 議 案  

 

   平 成 ３ ０ 年 度 藤 枝 市 一 般 会 計 予 算  

 

 平 成 ３ ０ 年 度 藤 枝 市 の 一 般 会 計 予 算 は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 （ 歳 入 歳 出 予 算 ）  

第 １ 条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５０，８８０，０００ 

 千 円 と 定 め る 。  

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入 

 歳 出 予 算 」 に よ る 。  

 （ 債 務 負 担 行 為 ）  

第 ２ 条  地方自治法第２１４条の規定により、債務を負担することができ 

 る 事 項 、 期 間 及 び 限 度 額 は 、「 第 ２ 表 債 務 負 担 行 為 」 に よ る 。  

 （ 地 方 債 ）  

第 ３ 条  地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地 

 方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 

 ３ 表 地 方 債 」 に よ る 。  

 （ 一 時 借 入 金 ）  

第 ４ 条  地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入 

 れ の 最 高 額 は 、 ３ ， ０ ０ ０ ， ０ ０ ０ 千 円 と 定 め る 。  

 （ 歳 出 予 算 の 流 用 ）  

第 ５ 条  地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各 

 項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足  

  を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用  

 

 

   平 成 ３ ０ 年 ２ 月 ２ ０ 日 提 出  

 

                 藤 枝 市 長   北  村  正  平  



千円

歳　　入

款 項 金　　　額

第 １ 表　　歳 入 歳 出 予 算

1 市税 20,600,000

1 市民税 9,177,300

2 固定資産税 9,048,400

3 軽自動車税 345,500

4 市たばこ税 680,000

5 特別土地保有税 100

6 都市計画税 1,348,700

2 地方譲与税 369,000

1 地方揮発油譲与税 103,000

2 自動車重量譲与税 266,000

3 利子割交付金 18,000

1 利子割交付金 18,000

4 配当割交付金 54,000

1 配当割交付金 54,000

5 株式等譲渡所得割交付金 72,000

1 株式等譲渡所得割交付金 72,000

6 地方消費税交付金 2,500,000

1 地方消費税交付金 2,500,000

7 ゴルフ場利用税交付金 22,000

1 ゴルフ場利用税交付金 22,000

8 自動車取得税交付金 112,000

1 自動車取得税交付金 112,000

9 地方特例交付金 82,000



款 金　　　額

千円

項

82,0001 地方特例交付金

10 地方交付税 3,000,000

1 地方交付税 3,000,000

11 交通安全対策特別交付金 30,000

1 交通安全対策特別交付金 30,000

12 分担金及び負担金 442,280

1 負担金 442,280

13 使用料及び手数料 442,630

1 使用料 336,071

2 手数料 106,559

14 国庫支出金 7,061,420

1 国庫負担金 4,883,142

2 国庫補助金 2,141,209

3 国庫委託金 37,069

15 県支出金 3,530,640

1 県負担金 2,138,833

2 県補助金 1,136,591

3 県委託金 255,216

16 財産収入 211,170

1 財産運用収入 145,859

2 財産売払収入 65,311

17 寄附金 2,507,110

1 寄附金 2,507,110



千円

款 項 金　　　額

18 繰入金 2,194,400

1 基金繰入金 2,153,400

2 特別会計繰入金 41,000

19 繰越金 1,000,000

1 繰越金 1,000,000

20 諸収入 3,214,150

1 延滞金加算金及び過料 30,001

2 市預金利子 176

3 公営企業貸付金元利収入 40,009

4 貸付金元利収入 2,457,808

5 受託事業収入 1,805

6 雑入 684,351

21 市債 3,417,200

1 市債 3,417,200

50,880,000歳　　入　　合　　計



千円

歳　　出

款 項 金　　　額

1 議会費 299,600

1 議会費 299,600

2 総務費 6,833,640

1 総務管理費 5,862,791

2 徴税費 598,513

3 戸籍住民基本台帳費 211,855

4 選挙費 87,235

5 統計調査費 23,065

6 監査委員費 50,181

3 民生費 17,689,250

1 社会福祉費 3,359,415

2 老人福祉費 2,203,663

3 児童福祉費 8,710,112

4 生活保護費 817,881

5 医療福祉費 2,597,679

6 災害救助費 500

4 衛生費 5,653,710

1 保健衛生費 3,231,969

2 環境衛生費 2,363,985

3 水道費 57,756

5 労働費 2,387,050

1 労働費 2,387,050

6 農林水産業費 1,150,430



款 項 金　　　額

千円

1 農業費 993,121

2 林業費 157,309

7 商工費 730,960

1 商工費 730,960

8 土木費 6,031,200

1 土木管理費 290,449

2 道路橋梁費 1,558,729

3 河川費 400,569

4 住宅費 554,556

5 都市計画費 3,226,897

9 消防費 1,449,870

1 消防費 1,449,870

10 教育費 3,619,970

1 教育総務費 544,524

2 小学校費 739,281

3 中学校費 431,055

4 社会教育費 1,138,880

5 保健体育費 766,230

11 災害復旧費 50,000

1 農林水産施設災害復旧費 16,000

2 公共土木施設災害復旧費 30,000

3 その他公共施設・公用施設災害復旧費 4,000

12 公債費 4,827,090



款 項 金　　　額

千円

1 公債費 4,827,090

13 諸支出金 57,230

1 一部事務組合費 57,230

14 予備費 100,000

1 予備費 100,000

50,880,000歳　　出　　合　　計



事 項 期 間

平 成 30 年 度 藤 枝 市 土 地 開 発 平成30年度から

公 社 用 地 取 得 事 業 費 平成32年度まで

課 税 事 務 効 率 化 促 進 事 業 費 平 成 31 年 度

平成31年度から

土 地 評 価 時 点 修 正 事 業 費

平成32年度まで

県 議 会 議 員 選 挙 執 行 経 費 平 成 31 年 度

少 子 化 対 策 事 業 費 平 成 31 年 度

子ども・子育て支援計画策定事業費 平 成 31 年 度

平成31年度から

勤労者福祉センター指定管理費

平成34年度まで

４，４００

６１，０００

３，３００

１０，０００

３，０００

第 ２ 表　　債 務 負 担 行 為

（ 単 位 ・ 千 円）

限 度 額

１８，０００

利子相当額

１４７，９１８

と



事 項 期 間

第 ２ 期 国 営 か ん が い 排 水 事 業 平成31年度から

資 金 元 利 償 還 金 平成46年度まで

平成31年度から

小 学 校 副 読 本 作 成 事 業 費

平成34年度まで

平成31年度から

市 民 会 館 指 定 管 理 費

平成34年度まで

４，７００

１７５，２００

４１０，９７２

（ 単 位 ・ 千 円）

限 度 額



１，４０８，５００

地 区 交 流 施 設 整 備 事 業 費

辺 地 対 策 事 業 費

２０６，６００

１９，２００

臨 時 財 政 対 策 費

河 川 等 整 備 事 業 費

１０６，０００

１４，３００

１２８，４００

体 育 施 設 整 備 事 業 費

環 境 衛 生 施 設 整 備 事 業 費

公 営 住 宅 整 備 事 業 費

公 共 施 設 等 長 寿 命 化 事 業 費

都 市 計 画 事 業 費

社 会 教 育 施 設 整 備 事 業 費

道 路 橋 梁 整 備 事 業 費

消 防 防 災 施 設 整 備 事 業 費

公 園 施 設 整 備 事 業 費

１７，５００

防 災 施 設 整 備 事 業 費 ４４，３００

２３８，９００

２，６００

第 ３ 表　　地 方 債

起 債 の 目 的

１９，５００

５３５，２００

土 地 改 良 事 業 費 １６，６００

３２４，７００

１８６，２００

限 度 額

学 校 教 育 施 設 整 備 事 業 費

１１４，１００

庁 舎 施 設 整 備 事 業 費 ３４，６００



（単位・千円）

起 債 の 方 法 利 率

　普 通 貸 借

　又 は

  証 券 発 行

償 還 の 方 法

公的資金については、その融

資条件により、銀行その他の場

合 は 、 そ の 債 権 者 と の 協 議 に

よ る 。 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

ただし、市財政の都合により

償還期限を短縮し、若しくは繰

上償還、又は低利に借換えるこ

とができる。＊＊＊＊＊＊＊＊

公 的 資 金 ※ ※

※ ※ 指 定 利 率

その他の資金※※※

※※※５．０％以内

ただし、利率見直

し方式で借入れる資

金について、利率の

見直しを行った後に

おいては、当該見直

し後の利率による。



                          第 ２ 号 議 案  

 

   平 成 ３ ０ 年 度 藤 枝 市 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 予 算  

 

 平成３０年度藤枝市の国民健康保険事業特別会計予算は、次に定めると 

こ ろ に よ る 。  

 （ 歳 入 歳 出 予 算 ）  

第 １ 条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１４，２００，０００ 

 千 円 と 定 め る 。  

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入 

 歳 出 予 算 」 に よ る 。  

 （ 一 時 借 入 金 ）  

第 ２ 条  地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入 

 れ の 最 高 額 は 、 １ ０ ０ ， ０ ０ ０ 千 円 と 定 め る 。  

 （ 歳 出 予 算 の 流 用 ）  

第 ３ 条  地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各 

 項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 (1) ２ 款  保 険 給 付 費 の 各 項 に 計 上 し た 予 算 額 に 過 不 足 を 生 じ た 場 合 に  

  お け る 同 一 款 内 で の こ れ ら の 経 費 の 各 項 の 間 の 流 用  

 

 

   平 成 ３ ０ 年 ２ 月 ２ ０ 日 提 出  

 

                 藤 枝 市 長   北  村  正  平  



千円

歳　　入

款 項 金　　　額

第 １ 表　　歳 入 歳 出 予 算

1 国民健康保険税 2,880,700

1 国民健康保険税 2,880,700

2 使用料及び手数料 721

1 手数料 721

3 県支出金 10,153,578

1 県負担金及び補助金 10,153,578

4 財産収入 915

1 財産運用収入 915

5 繰入金 1,130,775

1 一般会計繰入金 890,481

2 基金繰入金 240,294

6 繰越金 2

1 繰越金 2

7 諸収入 33,309

1 延滞金加算金及び過料 21,003

2 雑入 12,306

14,200,000歳　　入　　合　　計



千円

歳　　出

款 項 金　　　額

1 総務費 166,377

1 総務管理費 157,348

2 徴税費 8,463

3 運営協議会費 566

2 保険給付費 9,932,226

1 療養諸費 8,684,100

2 高額療養費 1,185,500

3 出産育児諸費 50,426

4 葬祭諸費 12,000

5 移送費 200

3 国民健康保険事業費納付金 3,912,846

1 医療給付費分 2,657,565

2 後期高齢者支援金等分 953,211

3 介護納付金分 302,070

4 保健事業費 144,232

1 特定健康診査等事業費 93,857

2 保健事業費 50,375

5 基金積立金 915

1 基金積立金 915

6 公債費 1

1 公債費 1

7 諸支出金 13,403

1 償還金及び還付加算金 13,403



項

30,000

千円

款

14,200,000歳　　出　　合　　計

金　　　額

8 予備費 30,000

1 予備費



                          第 ３ 号 議 案  

 

   平 成 ３ ０ 年 度 藤 枝 市 簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算  

 

 平成３０年度藤枝市の簡易水道事業特別会計予算は、次に定めるところ 

に よ る 。  

 （ 歳 入 歳 出 予 算 ）  

第 １ 条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７９，０００千円と定 

め る 。  

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入 

 歳 出 予 算 」 に よ る 。  

 （ 地 方 債 ）  

第 ２ 条  地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地 

 方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 

 ２ 表 地 方 債 」 に よ る 。  

 

 

   平 成 ３ ０ 年 ２ 月 ２ ０ 日 提 出  

 

                 藤 枝 市 長   北  村  正  平  



千円

歳　　入

款 項 金　　　額

第 １ 表　　歳 入 歳 出 予 算

1 分担金及び負担金 1

1 分担金 1

2 使用料及び手数料 12,713

1 使用料 12,707

2 手数料 6

3 繰入金 43,400

1 繰入金 43,400

4 繰越金 1

1 繰越金 1

5 諸収入 2,785

1 雑入 2,785

6 市債 20,100

1 市債 20,100

79,000歳　　入　　合　　計



千円

歳　　出

款 項 金　　　額

1 業務費 42,889

1 業務管理費 42,889

2 施設整備費 32,600

1 施設整備費 32,600

3 公債費 3,461

1 公債費 3,461

79,000歳　　出　　合　　計

4 予備費 50

1 予備費 50



第 ２ 表　　地 方 債

起 債 の 目 的 限 度 額

簡 易 水 道 事 業 費 ２０，１００



（単位・千円）

起 債 の 方 法 利 率

　普 通 貸 借

　又 は

　証 券 発 行

償 還 の 方 法

公 的 資 金 ※ ※

※ ※ 指 定 利 率

その他の資金※※※

※※※５．０％以内

ただし、利率見直

し方式で借入れる資

金について、利率の

見直しを行った後に

おいては、当該見直

し後の利率による。

公的資金については、その融

資条件により、銀行その他の場

合 は 、 そ の 債 権 者 と の 協 議 に

よ る 。 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

ただし、市財政の都合により

償還期限を短縮し、若しくは繰

上償還、又は低利に借換えるこ

とができる。＊＊＊＊＊＊＊＊



                          第 ４ 号 議 案  

 

   平 成 ３ ０ 年 度 藤 枝 市 土 地 取 得 特 別 会 計 予 算  

 

 平 成 ３ ０ 年 度 藤 枝 市 の 土 地 取 得 特 別 会 計 予 算 は 、 次 に 定 め る と こ ろ に  

よ る 。  

 （ 歳 入 歳 出 予 算 ）  

第 １ 条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１０，０００千円と定

め る 。  

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入 

 歳 出 予 算 」 に よ る 。  

 

 

   平 成 ３ ０ 年 ２ 月 ２ ０ 日 提 出  

 

                 藤 枝 市 長   北  村  正  平  



千円

歳　　入

款 項 金　　　額

第 １ 表　　歳 入 歳 出 予 算

1 財産収入 2,810

1 財産運用収入 331

2 財産売払収入 2,479

2 繰入金 7,190

1 基金繰入金 7,190

10,000歳　　入　　合　　計



千円

歳　　出

款 項 金　　　額

1 公共用地取得事業費 7,090

1 公共用地取得事業費 7,090

2 繰出金 2,810

1 基金繰出金 2,810

10,000歳　　出　　合　　計

3 予備費 100

1 予備費 100



                           第 ５ 号 議 案  

 

   平 成 ３ ０ 年 度 藤 枝 市 公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 予 算  

 

 平成３０年度藤枝市の公共下水道事業特別会計予算は、次に定めるとこ 

ろ に よ る 。  

 （ 歳 入 歳 出 予 算 ）  

第 １ 条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３，２１０，０００千 

 円 と 定 め る 。  

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入 

 歳 出 予 算 」 に よ る 。  

 （ 債 務 負 担 行 為 ）  

第 ２ 条  地方自治法第２１４条の規定により、債務を負担することができ 

 る 事 項 、 期 間 及 び 限 度 額 は 、「 第 ２ 表 債 務 負 担 行 為 」 に よ る 。  

 （ 地 方 債 ）  

第 ３ 条  地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地 

 方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 

 ３ 表 地 方 債 」 に よ る 。  

 （ 一 時 借 入 金 ）  

第 ４ 条  地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入 

 れ の 最 高 額 は 、 １ ， ０ ０ ０ ， ０ ０ ０ 千 円 と 定 め る 。  

 （ 歳 出 予 算 の 流 用 ）  

第 ５ 条  地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各 

 項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 (1) 各 項 に 計 上 し た 給 料 、 職 員 手 当 等 及 び 共 済 費 に 係 る 予 算 額 に 過 不 足  

  を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用  

 

 

   平 成 ３ ０ 年 ２ 月 ２ ０ 日 提 出  

 

                 藤 枝 市 長   北  村  正  平  



千円

歳　　入

款 項 金　　　額

第 １ 表　　歳 入 歳 出 予 算

1 分担金及び負担金 14,391

1 負担金 14,091

2 分担金 300

2 使用料及び手数料 885,217

1 使用料 885,217

3 国庫支出金 272,300

1 国庫補助金 272,300

4 県支出金 300

1 県補助金 300

5 繰入金 1,162,594

1 繰入金 1,162,594

6 繰越金 1,000

1 繰越金 1,000

7 諸収入 16,698

1 延滞金加算金及び過料 1

2 雑入 16,697

8 市債 857,500

1 市債 857,500

3,210,000歳　　入　　合　　計



千円

歳　　出

款 項 金　　　額

1 下水道事業費 1,356,493

1 業務費 189,493

2 維持管理費 404,100

3 建設事業費 762,900

2 公債費 1,848,507

1 公債費 1,848,507

3,210,000歳　　出　　合　　計

3 予備費 5,000

1 予備費 5,000



事 項 期 間

平 成 ３ ０ 年 度

地 方 公 営 企 業 法 平 成 31 年 度

適 用 推 進 事 業 費

第 ２ 表　　債 務 負 担 行 為

（ 単 位 ・ 千 円）

限 度 額

２，０００



第 ３ 表　　地 方 債

限 度 額起 債 の 目 的

下 水 道 事 業 費 ８５７，５００



（単位・千円）

起 債 の 方 法 利 率

　普 通 貸 借

　又 は

　証 券 発 行

償 還 の 方 法

公的資金については、その融

資条件により、銀行その他の場

合 は 、 そ の 債 権 者 と の 協 議 に

よ る 。 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

ただし、市財政の都合により

償還期限を短縮し、若しくは繰

上償還、又は低利に借換えるこ

とができる。＊＊＊＊＊＊＊＊

公 的 資 金 ※ ※

※ ※ 指 定 利 率

その他の資金※※※

※※※５．０％以内

ただし、利率見直

し方式で借入れる資

金について、利率の

見直しを行った後に

おいては、当該見直

し後の利率による。



                          第 ６ 号 議 案  

 

   平 成 ３ ０ 年 度 藤 枝 市 駐 車 場 事 業 特 別 会 計 予 算  

 

 平成３０年度藤枝市の駐車場事業特別会計予算は、次に定めるところに 

よ る 。  

 （ 歳 入 歳 出 予 算 ）  

第 １ 条  歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 は 、 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ ６ ７ ， ０ ０ ０ 千 円 と 定  

め る 。  

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入 

 歳 出 予 算 」 に よ る 。  

 

 

   平 成 ３ ０ 年 ２ 月 ２ ０ 日 提 出  

 

                 藤 枝 市 長   北  村  正  平  



千円

歳　　入

款 項 金　　　額

第 １ 表　　歳 入 歳 出 予 算

1 使用料及び手数料 53,700

1 使用料 53,700

2 財産収入 13,200

1 財産運用収入 13,200

3 繰越金 10

1 繰越金 10

4 諸収入 90

1 雑入 90

67,000歳　　入　　合　　計



千円

歳　　出

款 項 金　　　額

1 駐車場費 25,950

1 駐車場管理費 25,950

2 繰出金 41,000

1 繰出金 41,000

67,000歳　　出　　合　　計

3 予備費 50

1 予備費 50



                          第 ７ 号 議 案  

 

   平 成 ３ ０ 年 度 藤 枝 市 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 予 算  

 

 平 成 ３ ０ 年 度 藤 枝 市 の 農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 予 算 は 、 次 に 定 め る  

と こ ろ に よ る 。  

 （ 歳 入 歳 出 予 算 ）  

第 １ 条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１０９，０００千円と定

め る 。  

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入 

 歳 出 予 算 」 に よ る 。  

 （ 債 務 負 担 行 為 ）  

第 ２ 条  地方自治法第２１４条の規定により、債務を負担することができ 

 る 事 項 、 期 間 及 び 限 度 額 は 、「 第 ２ 表 債 務 負 担 行 為 」 に よ る 。  

 （ 地 方 債 ）  

第 ３ 条  地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地 

 方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第 

 ３ 表 地 方 債 」 に よ る 。  

 

 

   平 成 ３ ０ 年 ２ 月 ２ ０ 日 提 出  

 

                 藤 枝 市 長   北  村  正  平  



千円

歳　　入

款 項 金　　　額

第 １ 表　　歳 入 歳 出 予 算

1 分担金及び負担金 1

1 分担金 1

2 使用料及び手数料 20,013

1 使用料 20,013

3 繰入金 85,976

1 繰入金 85,976

4 繰越金 10

1 繰越金 10

5 市債 3,000

1 市債 3,000

109,000歳　　入　　合　　計



千円

歳　　出

款 項 金　　　額

1 事業費 49,752

1 施設管理費 49,752

2 公債費 59,148

1 公債費 59,148

109,000歳　　出　　合　　計

3 予備費 100

1 予備費 100



事 項 期 間

平 成 ３ ０ 年 度

地 方 公 営 企 業 法 平 成 31 年 度

適 用 推 進 事 業 費

第 ２ 表　　債 務 負 担 行 為

（ 単 位 ・ 千 円）

限 度 額

５００



第 ３ 表　　地 方 債

起 債 の 目 的 限 度 額

農 業 集 落 排 水 事 業 費 ３，０００



（単位・千円）

起 債 の 方 法 利 率

　普 通 貸 借

　又 は

　証 券 発 行

償 還 の 方 法

公 的 資 金 ※ ※

※ ※ 指 定 利 率

その他の資金※※※

※※※５．０％以内

ただし、利率見直

し方式で借入れる資

金について、利率の

見直しを行った後に

おいては、当該見直

し後の利率による。

公的資金については、その融

資条件により、銀行その他の場

合 は 、 そ の 債 権 者 と の 協 議 に

よ る 。 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

ただし、市財政の都合により

償還期限を短縮し、若しくは繰

上償還、又は低利に借換えるこ

とができる。＊＊＊＊＊＊＊＊



                          第 ８ 号 議 案  

 

   平 成 ３ ０ 年 度 藤 枝 市 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算  

 

 平 成 ３ ０ 年 度 藤 枝 市 の 介 護 保 険 特 別 会 計 予 算 は 、 次 に 定 め る と こ ろ に  

よ る 。  

 （ 歳 入 歳 出 予 算 ）  

第 １ 条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１１，６０４，０００ 

 千 円 と 定 め る 。  

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入 

 歳 出 予 算 」 に よ る 。  

 （ 一 時 借 入 金 ）  

第 ２ 条  地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入 

 れ の 最 高 額 は 、 １ ０ ０ ， ０ ０ ０ 千 円 と 定 め る 。  

 （ 歳 出 予 算 の 流 用 ）  

第 ３ 条  地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各 

 項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 (1) ２ 款  保 険 給 付 費 の 各 項 に 計 上 し た 予 算 額 に 過 不 足 を 生 じ た 場 合 に  

  お け る 同 一 款 内 で の こ れ ら の 経 費 の 各 項 の 間 の 流 用  

 

 

   平 成 ３ ０ 年 ２ 月 ２ ０ 日 提 出  

 

                 藤 枝 市 長   北  村  正  平  



千円

歳　　入

款 項 金　　　額

第 １ 表　　歳 入 歳 出 予 算

1 保険料 2,743,530

1 介護保険料 2,743,530

2 使用料及び手数料 450

1 手数料 450

3 国庫支出金 2,448,765

1 国庫負担金 1,951,841

2 国庫補助金 496,924

4 支払基金交付金 3,002,535

1 支払基金交付金 3,002,535

5 県支出金 1,641,143

1 県負担金 1,558,854

2 県補助金 82,289

6 財産収入 1,786

1 財産運用収入 1,786

7 繰入金 1,753,492

1 一般会計繰入金 1,694,388

2 基金繰入金 59,104

8 繰越金 3

1 繰越金 3

9 諸収入 12,296

11,604,000歳　　入　　合　　計

1 延滞金加算金及び過料 12

2 雑入 12,284



千円

歳　　出

款 項 金　　　額

1 総務費 251,212

1 総務管理費 161,121

2 徴収費 8,279

3 介護認定審査会費 80,170

4 趣旨普及費 949

5 介護・福祉ぷらん２１推進協議会費 693

2 保険給付費 10,802,135

1 介護サービス等諸費 10,023,758

2 介護予防サービス等諸費 208,051

3 高額介護サービス等諸費 201,793

4 高額医療合算介護サービス等費 25,186

5 特定入所者介護サービス等費 335,376

6 その他諸費 7,971

3 基金積立金 1,786

1 基金積立金 1,786

4 地域支援事業費 544,763

1 介護予防・生活支援サービス事業費 276,170

2 包括的支援事業・任意事業費 220,789

3 一般介護予防事業費 47,354

4 その他諸費 450

5 公債費 1

1 公債費 1

6 諸支出金 4,103



4,103

款 項 金　　　額

11,604,000歳　　出　　合　　計

千円

1 償還金及び還付加算金



                          第 ９ 号 議 案  

 

   平 成 ３ ０ 年 度 藤 枝 市 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 予 算  

 

 平 成 ３ ０ 年 度 藤 枝 市 の 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 予 算 は 、 次 に 定 め る と こ

ろ に よ る 。  

 （ 歳 入 歳 出 予 算 ）  

第 １ 条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，７０４，０００千 

 円 と 定 め る 。  

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入 

 歳 出 予 算 」 に よ る 。  

 

 

   平 成 ３ ０ 年 ２ 月 ２ ０ 日 提 出  

 

                 藤 枝 市 長   北  村  正  平  



千円

歳　　入

款 項 金　　　額

第 １ 表　　歳 入 歳 出 予 算

1 後期高齢者医療保険料 1,393,881

1 後期高齢者医療保険料 1,393,881

2 繰入金 303,059

1 一般会計繰入金 303,059

3 繰越金 3,600

1 繰越金 3,600

4 諸収入 3,460

1 延滞金 150

2 保険料等還付金及び還付加算金 3,310

1,704,000歳　　入　　合　　計



千円

歳　　出

款 項 金　　　額

1 後期高齢者医療広域連合納付金 1,700,690

1 後期高齢者医療広域連合納付金 1,700,690

1,704,000歳　　出　　合　　計

2 諸支出金 3,310

1 償還金及び還付加算金 3,310



                          第 １ ０ 号 議 案  

 

   平 成 ３ ０ 年 度 藤 枝 市 内 陸 フ ロ ン テ ィ ア 事 業 特 別 会 計 予 算  

 

 平 成 ３ ０ 年 度 藤 枝 市 の 内 陸 フ ロ ン テ ィ ア 事 業 特 別 会 計 予 算 は 、 次 に 定 め

る と こ ろ に よ る 。  

 （ 歳 入 歳 出 予 算 ）  

第 １ 条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，６４０，０００千 

 円 と 定 め る 。  

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入 

 歳 出 予 算 」 に よ る 。  

  

 

   平 成 ３ ０ 年 ２ 月 ２ ０ 日 提 出  

 

                 藤 枝 市 長   北  村  正  平  



千円

歳　　入

款 項 金　　　額

第 １ 表　　歳 入 歳 出 予 算

1 財産収入 332,000

1 財産運用収入 6,000

2 財産売払収入 326,000

2 繰入金 1,308,000

1 基金繰入金 1,308,000

1,640,000歳　　入　　合　　計



千円

歳　　出

款 項 金　　　額

1 事業費 1,634,000

1 整備事業費 1,634,000

1,640,000歳　　出　　合　　計

2 繰出金 6,000

1 基金繰出金 6,000
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